
【注意事項】
●令和５年４月にインボイスコールセンターへ確認した情報に基づいています。

　インボイスコールセンター、所轄税務署に必ずご自身でご確認のうえ、

　自己責任にてご利用ください。ご利用者様および第三者に損害、トラブル等が

　発生したとしても、当会は一切の責任を負わないものとします。

●取り下げ書はインボイスの登録を取り下げる効果しかありません。

　「消費税簡易課税制度選択届出書」「消費税課税事業者選択届出書」等を

　提出している場合は、その方の状況に応じて別途手続きが必要となります。

●既に取引先へ登録番号を伝えている場合は、取り下げ後速やかに告知してください。

●取り下げ書は、ご自身の登録開始日前※に取り下げる場合のみご利用ください。

※制度開始前の取り下げに関する郵送提出の期日は、令和5年9月29（金）必着です。

　制度開始後においては、ご自身の登録開始日前に取り下げる場合のみ取り下げ可能。

（提出期日は到着主義）

　

【提出方法等】
●所轄税務署を管轄する「インボイス登録センター」へ郵送での提出が基本。

●提出の際は、取り下げ書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封することで、

　収受印の押印された控えが返却されます。

●後日、取り下げに関する通知書が送付されます。

●インボイスの取り下げを行う場合は、下記７項目と署名が必要となりますが、

　様式は定まっていません。

　①「納税地」 ➡ 「住所又は居所」も記載するとより丁寧です。

　②「氏名又は名称」

　③「取り下げを行う申請書名」 ➡ 既に記載済み。

　④「登録申請書の当初の提出年月日」 ➡ 郵送日、又は、送信日を記載。

　⑤「登録申請書の当初の提出方法」➡ 該当する方にチェック。

　⑥「登録番号」 ➡ 番号が届いていない場合は、無記入。

　　※参考事項にその旨を書くとより丁寧です。

　⑦「申請を取り下げる旨」 ➡ 既に記載済み。

　あわせて本人の署名も記載してください。



　　　品川　  　税務署長殿

令和　　５　年　　●　月　　●　日

　  署　名

（フリガナ） 　　ｼﾅｶﾞﾜ　ｱｵｲ

適格請求書発行事業者の登録申請書の取り下げ書

年　　月　　日

申

　

請

　

者

（フリガナ） 　ｼﾅｶﾞﾜｸﾐﾅﾐｼﾅｶﾞﾜ　　ｾﾞｲｹｲｶｲｶﾝ

住所又は居所

（〒　140 ー 0004　　　）

　品川区南品川4-2-32　税経会館　1F

（電話番号　    03　ー  3474　ー　7564　）

（フリガナ） 　ｼﾅｶﾞﾜｸﾐﾅﾐｼﾅｶﾞﾜ　　ｾﾞｲｹｲｶｲｶﾝ

納税地

（〒　140 ー 0004　　　）

　品川区南品川4-2-32　税経会館　1F

（電話番号　    03　ー  3474　ー　7564　）

氏名又は名称 　品川　葵

取り下げを行う

申　請　書　名
適格請求書発行事業者の登録申請書

登録申請書の

当初の提出年月日
令和　　５年　　●　月　　●　日

上記のとおり、適格請求書発行事業者の登録申請を

取り下げたいため、取り下げ書を提出いたします。

品川　葵

登録申請書の

当初の提出方法
　書面　　　　　e-Tax　

登録番号 　　T

参考事項


